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北秋田市教育委員会 

令和２年４月定例教育委員会会議録 

 

 

１．招 集 年 月 日   令和２年４月３０日（木） 

 

２．招 集 場 所   北秋田市役所第二庁舎 第三会議室 

 

３．開会及び閉会   開会：午後１時３０分 閉会：午後３時０８分 

 

４．出 席 委 員   教育長：佐藤 昭洋  委 員：佐藤 正俊 

           委 員：佐藤 英樹  委 員：蒔苗  隆 

            委 員：藤本 基子 

 

５．欠 席 委 員   なし 

 

６．出 席 職 員   教育次長：小笠原  吉明 

総務課長：金田 浩樹   

学校教育課長：小林 秀雄  

生涯学習課長：長岐 孝生 

スポーツ振興課長：藤野 義則  

総務課総務係長（書記）：三澤 照美 

 

７．傍 聴 者   １名 

 

８．報 告 事 項  （１）教育長報告 

             ① 教育長動静 

           （２）各課長所管報告 

・総務課 

  ① ４月行事報告及び５月行事計画 

  ② あきたリフレッシュ学園 

  ③ 教育留学推進事業 

             ・学校教育課 

              ① ４月行事報告及び５月行事計画 

              ② 学校の状況 

             ・生涯学習課  

              ① ４月行事報告及び５月行事計画 

・スポーツ振興課 

  ① ４月行事報告及び５月行事計画  

           （３）新型コロナウイルス感染症対策について 
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９．附 議 案 件 （１）議案第22号 北秋田市公民館館長の委嘱について 

         （２）承認第１号  専決処分の承認を求めることについて（北秋田市公民館館 

長の委嘱について） 

         （３）報告第２号  専決処理の報告について（北秋田市公民館主事の委嘱につ 

                   いて 

 

１０．そ の 他     

           

１１．会 議 録 

 

佐藤教育長 

 

 

 

蒔苗委員 

 

佐藤教育長 

 

 

委員 

 

佐藤教育長 

 

 

委員 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただいまから、４月の定例教育委員会を開会します。 

はじめに、署名委員の指名をさせていただきます。本日の署名委員は蒔苗委員にお

願いします。 

 

はい。 

 

次に、次第２番「前回委員会会議録の承認」です。事前に事務局より配付されてい

る３月定例会会議録の内容について、訂正等がある方はいらっしゃいますか。 

 

ありません。 

 

訂正等がないということですので、会議録については承認とさせていただいてもよ

ろしいでしょうか。 

 

はい。 

 

続いて、次第３番「諸報告」です。（１）私、教育長から動静について報告しま

す。 

新型コロナウイルスの関係で、今年度のスタートは随分(外に)出る機会が少なくな

ったと思っています。３月２６日鷹巣地区の新入学児童に黄色い傘をいただきまし

た。３１日退職辞令交付式がありましたが、教育委員会では７名に交付し、市長から

も武石推進監、大髙推進監、阿仁中・鈴木校務員、工藤生涯学習係長の４名に交付さ

れました。４月１日市の辞令交付式が行われ、教育委員会では主幹以上の職員４名に

辞令が交付されました。また、新規採用者３名が配属され、メンバーも一新してスタ

ートしたところです。同日、公民館長８名と伊勢堂岱縄文館長に委嘱状を交付しまし

た。その後、教育委員会の辞令交付も行い、総務課３名、学校教育課７名、生涯学習

課６名、スポーツ振興課１名、派遣社会教育主事１名の計１８名に辞令を交付してお

ります。今年は教員の新規採用者に対し、新型コロナウイルス感染症の影響によって

県庁での辞令交付がなかったので、本市では私から直接伝達した後、(教員としての)

心構えなどを伝えたところです。また、堀内教育専門監、吉田小規模校特任教諭に認 
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佐藤教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金田総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

定証を授与しております。３日北教育事務所長が来庁。同日、秋田大学北秋田分校長

が濱田純先生から三浦栄一先生に替わり来庁しました。三浦先生は、週に何回か来て

地域や公民館を回っており、生涯学習課長には、今後生涯学習の講座や研修会などの

講師として三浦先生の出番を作ってもらえればとお願いしているところです。４日カ

ムバック縄文サーモンは、課員だけで鮭の稚魚を放流しました。９日あきたリフレッ

シュ学園一学期始業式は、中学校３年生１名だけの参加でした。１０日県生涯学習課

が来庁し、教育留学事業の確認などを行いました。１４日(特措法に基づく)第１回目

の新型コロナウイルス感染症対策本部会議が開催されました。１７日緊急事態宣言を

受けて緊急校長会議を開き、２０日以降の学校の在り方について打合せをしたところ

です。本市では、２０・２１日と登校させ、休業期間中の準備をした上で４月２２日

から５月６日まで臨時休業としています。ここ数日で国の動きもありますので、どう

なっていくのか頭を悩ませています。２０日スポーツ推進委員の辞令交付を、新規の

方２名に行いました。２１日市議会総務文教委員会所管事務調査は、スクールバスと

統合小学校建築の二点について調査が行われました。２７日市議会全員協議会が行わ

れ、新型コロナウイルス感染症対策について協議したところですが、教育委員会関係

は放課後児童クラブについて質問がありました。 

 以上、私の動静でしたが、質問や意見はございませんか。 

なければ、次に移ります。（２）各課所管事項の報告について、はじめに総務課か

らお願いします。 

 

＜４月の行事報告＞資料のとおり。 

 ・４月 １日 定期人事異動辞令交付式 

・４月 ９日 あきたリフレッシュ学園始業式 

  

＜５月行事計画＞資料のとおり。 

 ・５月１４日 第２回臨時教育委員会 

 ・５月２７日 総合教育会議、５月定例教育委員会 

 

＜総務課報告＞ 

１．あきたリフレッシュ学園 

（１）利用状況 学園生１１名（中学生１０名、小学生１名） 

（２）活動内容 ４月２２日～５月６日まで休園             

 ２．教育留学推進事業 

（１）留学生 ０名。５月６日まで新型コロナウイルス感染症対策で受入れ休止。 

    

ただいまの報告について、質問や意見などはございませんか。 

なければ、次に学校教育課からお願いします。学校教育課の報告の中で、職員及び

児童・生徒に関する内容につきましては、プライバシーに配慮して内容を非公開とし

てもよろしいでしょうか。 
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委員 

 

佐藤教育長 

 

 

 

小林学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

藤本委員 

 

 

 

教育長 

 

藤本委員 

 

 

小林学校教育課長 

 はい。 

  

全員の同意を得られましたので、職員及び児童・生徒に関する内容につきまして

は、後ほど「その他」の中で非公開で報告します。 

では、学校教育課長から所管報告をお願いします。 

 

＜４月行事報告＞資料のとおり。 

 大人数が集まるような協議会、研修会、総会等については中止になっている。 

・４月 ２日 エピペン講習会 

   アレルギーでエピペンを処方されている児童・生徒（今年度７名）の所属校の 

  養護教諭、学級担任等の講習。 

 ・４月 ６日 始業式／中学校入学式 

 ・４月 ７日 小学校入学式 

   入学式は、小・中学校ともに来賓の出席は見合わせた。 

 

＜５月行事予定＞資料のとおり。 

運動会・体育大会については、資料のとおり変更になっている。この後の政府の発

表、県知事の要請によって更に変更の可能性がある。修学旅行は９月に延期。 

・５月 ７日 鷹巣中央小学校・鷹巣南小学校統合準備委員会（第３回臨時会） 

     

＜学校教育課報告＞資料のとおり。 

１．児童・生徒数  

４月１日現在 １,６７７名 前月比６１名減。 

２．職員の異動等 

３．新型コロナウイルス感染症に係る臨時休業について 

４．全国学力・学習状況調査 

新型コロナウイルス感染症により、今年度の実施は中止とする。 

    

ただいまの報告について、質問や意見はございませんか。 

 

４月１１日に息子の小学校でＰＴＡがありましたが、総会は体育館に間隔をおいて

椅子を並べており、学年ＰＴＡも教室が隣り合わないように特別教室などを使った

り、先生方に御配慮いただいていると感じました。 

 

ちなみに参加人数はどうでしたか。 

 

参加人数はいつもどおりです。役員を決めたりすることもあるので、出席率はよか

ったと思います。 

 

今回のＰＴＡ総会等については、各校の実情に合わせた形で行うように話をさせて 
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小林学校教育課長 

 

 

 

 

 

藤本委員 

 

 

佐藤正俊委員 

 

 

 

小林学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤本委員 

 

 

小林学校教育課長 

 

 

 

佐藤正俊委員 

 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

いただきました。三密を防ぐとなった時に、単純に全校の児童・生徒数だけでは考え

ることができず、学級の人数が何人いるのかによって密集の状況が違ってきます。ま

た、総会を行う時にも、全校児童が２１名の大阿仁小学校と３３８名の鷹巣小学校で

は同じやり方にはならないと思うので、各校で実情に合わせ工夫していただいたと考

えています。 

 

授業参観はなく、コンパクトなＰＴＡでしたが、段取りよくやっていただいたと思

います。 

 

郷土資料集『きらり☆きたあきた』は、北秋田市や私たちにとって誇れるものだと

感じました。この使い道は児童・生徒だけではなくて、どのように使われるのか、ど

ういう所に置かれるのか教えてください。 

 

発行部数は２,４００部です。今年度の児童・生徒１,６７７名のほか、先生方、北

秋田市の議員、市役所の各部署に配布し、また、県内全ての図書館、教育委員会に寄

贈しています。使い方は、郷土資料集として学校で使うことを前提としています。内

容を見て、欲しいという一般の方々からの問合せもありますが、写真やイラスト等の

著作権が厳しく、学校で使う教材としてという形でそれぞれの承認をもらって使わせ

ていただいているので、一般の方に売ることは難しいと思っています。本来使うべき

授業の中のことですが、担当した小林推進監の方で、各ページについてどの教科で使

えるか補助資料を先生方向けに作っています。また、推進監が学校訪問をして先生方

に使い方の説明をしながら、有効に活用できるように今年１年かけて進めることにし

ています。保護者や年配の方々にも好評ですが、そこに向けての配布は今のところ考

えられてはいない状況です。 

  

中学校３年生まで使うと子どもたちは言われていますが、新１年生にはこれから何

年間くらい配布していくのですか。 

 

何年後までは考えていませんが、新しく入る度に小学校１年生や転入生には配布し

ていきます。また、中身については今後指摘も入ってくると思われますので、適宜修

正しながら毎年印刷し配布するつもりです。 

 

先程、課長も話しておりましたが、年配の人たちにとっても懐かしい内容で、つい

つい読んでしまう。そうすると、少し違うと気がつく人も中にはいるだろうと思いま

す。私も、根子番楽の後ろの幕に書かれている紋が、古い幕とは違うことに気付きま

した。調べて、質問があった時には答えられるようにした方がよいと思います。ま

た、担当の小林推進監が休みを返上して調査し、難儀していましたので大事にしてい

きたいと思います。 

 

２年間掛けて、ふるさと教育を進めていく上の指針ができました。市の先生方は、 
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佐藤教育長 

 

 

 

 

 

佐藤正俊委員 

 

 

佐藤教育長 

 

小林学校教育課長 

 

佐藤英樹委員 

 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

蒔苗委員 

 

小林学校教育課長 

 

 

蒔苗委員 

 

 

小林学校教育課長 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

特に小学校は能代・山本地域から来ている先生が多いので、北秋田市のことを学んで

いく上で、よりどころとなってふるさと学習が進んでいくと思いますし、子どもと一

緒に学んでほしいと思います。大きな課題でしたのでよかったと思っています。担当 

の小林推進監、各公民館長、地域の歴史を研究している方々など、関わってくださっ

た方々に感謝します。 

 

図書館だけではなく、コムコムなど人が集まって見える場所に置くなど、たくさん

の人に見てほしい資料です。 

 

検討してみてください。 

 

はい。 

 

運動会について、政府や県の動向で変わることもあるとのことですが、予定どおり

にできない場合には、特別活動で輝く児童・生徒もいますので、何らかの形で教育委

員会として企画を考えていただければ大変ありがたいと思います。新聞報道では、全

国中学校大会が既に中止と言われていますので、地区の大会も中止になるのかと思い

ます。それに代わるものをやる準備があれば、子どもたちのがんばるメッセージにな

ると思うので意見としてお話させていただきました。 

 

今朝、大館北秋田中体連の会長が来た時の話の中で、全国と東北大会は文書で中止

の決定が来たということでした。明日、全県大会の話合いが行われるので、それを受

けて各地区の会長と相談しながら、大館北秋田地区として何らかの形でできないか検

討したいと話していました。 

 

修学旅行についてお尋ねしますが、小学校では綴子小学校だけ延期ですか。 

 

小学校については、市内の小学校は元々９月に実施しています。綴子小学校だけ６

月に予定していたのですが、９月まで延期したということです。 

 

健診も９月に延期すると言われていまして、行事が集中するのではないかという心

配があります。 

 

仰るとおりで、県北でも鹿角市などは運動会を９月に延期すると発表しています。

そうすると、９・１０月で行わなければならない学校行事をこなすのが非常に大変に

なります。当市では、運動会は５月中あるいは６月の初めで行い、規模の縮小、時間

の短縮など各学校の状況に応じて考えてほしいと思っています。 

 

ほかにありませんか。 
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佐藤英樹委員 

 

 

 

 

小林学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤本委員 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

 

長岐生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

長岐生涯学習課長 

学校が休業になって、一般の方々は、子どもが学校に行かないのに先生方は何をし

ているのだと考える人も多いと思います。他の市町村のように、テレビ電話やラジオ

放送で子どもたちに話し掛けるなど、北秋田市も先生方の動向を発信する手立てがあ 

ってもいいのではないかと考えていますがいかがでしょうか。 

 

御存知のとおり先生方は大変忙しく、この時期は３月の忙しさとは違って、小学校

は新しい学習指導要領に準じた教科書が渡って２週間後臨時休業になりましたので、

教材研究や教材作りが主になると思います。各学校に任せているので統一している訳

ではありませんが、曜日を決めて自宅に電話連絡をしたり、人数が少ない学校であれ

ば家庭訪問をして教材を渡すなどしています。一方で、ＩＣＴを活用した授業も考え

られなくはないのですが、今の小・中学生がどれだけＩＣＴの機材を持っているのか

となると、全体の公平性が担保できなくなるので難しい状況です。大館市ではケーブ

ルテレビがありますが、これも全世帯で使っている訳ではないので、全部となった時

には難しいと思います。５月６日で終わるとすれば今回は７日間です。７日間につい

ては、７月の終業を７月３１日まで５日間伸ばし、８月の始まりを２日間前倒しした

いと考えています。 

 

米内沢小学校では、今週の初めに先生が自宅訪問してくださって、休みに入る前に

夏休みが短くなることは知らされましたので、３月に休んだ時とは違って、子どもた

ちの気持ちも落ち着いて過ごしているようなところがあります。 

 

今回は鷹巣小学校も先生方が各家庭を回ったと言っていました。先生方も、子ども

たちがどういう環境で生活しているかが分かってよかったと聞いています。それぞれ

の学校で工夫しながらやっているようです。 

ほかにございませんか。 

なければ、次に生涯学習課長から報告をお願いします。 

 

＜４月行事報告＞ 資料のとおり。 

 生涯学習係 

・４月２０日 マタギの地恵体験学習会第１回実行委員会 

  夏の開催は中止し、状況を見ながら冬に開催できるか検討していく。  

   

＜５月行事予定＞ 資料のとおり。 

 各協議会等については、中止又は延期の予定。５月下旬の講座は実施する予定で進

めている。 

 

ただいまの生涯学習課の報告に質問や意見はございませんか。 

 ５月１３日の社会教育主事新任職員研修の対象者は藤田主任ですか。 

 

 はい。ＹｏｕＴｕｂｅを見て研修するということでした。 
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佐藤教育長 

 

 

藤野スポーツ振興 

課長 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

各課長 

 

佐藤教育長 

 

佐藤英樹委員 

 

 

長岐生涯学習課長 

 

 

 

 

 

佐藤英樹委員 

 

長岐生涯学習課長 

 

 

小林学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

藤本委員 

ほかに質問や意見はございませんか。 

なければ、次にスポーツ振興課からお願いします。 

 

＜４月行事報告＞ 資料のとおり。 

   

＜５月行事計画＞ 資料のとおり。 

 ４・５月の行事については、ほとんどが中止または延期となった。 

 ・５月２７日 チャレンジデー２０２０ 

   秋に関連事業を行うかどうか、これから検討していく。 

 

 ただ今の報告について、質問や意見はございませんか。 

 なければ、（３）新型コロナウイルス感染症対策について、各課長から順に報告を

お願いします。 

 

 ＜総務課長・学校教育課長・生涯学習課長・スポーツ振興課長の順に報告＞ 

 

 まとめて４課から報告してもらいましたが、何か質問や意見はございませんか。 

 

 生涯学習課の児童クラブ担当者は、長期で大変だと思いますが、現場からの声が届

いていたらお聞かせいただきたい。 

 

 ３月に一度経験していますので、事前には対応していただけるように、また７日間

という短いところで、自分たちも大変だけれどもその期間だけはと頑張ってもらって

います。併せて、学校生活サポート員に助けていただいております。連絡調整がうま

くいかず学校生活サポート員の方に迷惑をかけたこともあったので、今後はしっかり

していきたいと思っています。 

 

 これから、長くなっても対応できる体制ですか。 

 

 １か月ともなると、かなり厳しい状況かと思いますが、今は対応していくしかない

のかと思っています。 

 

 学校生活サポート員は、現在６名児童クラブの方に行っています。３月は校務をや

ってもらっていました。年度末ということもあって、学級の教室環境を撤去するなど

仕事がありましたが４月はありませんし、併せて、今休んでいる分は７月に延期にな

るため、延期になった分サポート員にはいてもらわないと困るので、今回の休みは勤

務を要しない日としております。勤務を要しないので、希望があれば放課後児童クラ

ブの支援員として、という形をとっています。 

 

 休校で、予め児童クラブの方でも、できれば三密を避けるためになるべく御家庭で 
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藤本委員 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

 

 

佐藤正俊委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

金田総務課長 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

 

 

長岐生涯学習課長 

 

佐藤教育長 

 

委員 

 

佐藤教育長 

 

もお願いします、とお知らせをいただき、息子は児童クラブに行かずに兄弟や祖母が

見ていますが、これ以上長くなると祖母の方も不都合が出てきます。先程、登録者に 

対する利用率が３０％ということで、冬休みや夏休みよりは少なくなっているという 

ことですので、長引くようであれば利用を考えることも出てくるのかと思っていま

す。 

 

 登録者が５９２人いて、今日は１６４人の利用ですから、市内の御家庭ではよく協

力して下さっています。おじいちゃん、おばあちゃんが面倒を見られる家は、家庭で

見てくれているのだなと感じています。密着のこともあって、児童クラブでも部屋の

使い方を工夫するようお願いしていますし、生涯学習課の担当も朝から児童クラブを

回って、確認しながら声を聞いているようです。市民の協力は本当にすばらしいと思

っています。 

 

 あきたリフレッシュ学園のことですが、新型コロナウイルスで休校になる前の職員

の打合せで、学校から子どもたちに配られる課題は各学校の各学年で考えられている

訳ですが、その課題をどうするのかという話題でした。学校からもらうか、それとも

学園の先生方が考えて子どもに合った課題を出すのか。その中で、学校に行けないの

だから、子どもたちの学習はどんどん遅れていきます。そうすれば、人数が少ないの

だし、こういう休んでいる時にでも子どもたちを登園させて、少しでも学習させたら

という意見も出ていました。今後の課題として、長引くようであれば少しでも力を付

ける時間として活用できるよう考えていただけたらと思います。 

 

 今後長引くようであれば、学園の先生と相談してよい方向を見出せればと思いま

す。先生方と相談させてください。 

 

 おそらく、学園の先生から子どもたちや保護者にも何らかの指導がないと、これま

では所属校が休みだと学園も休みだと、子どもの意識がそうなっているので、そこを

チェンジする方策を取らないといけないのかもしれません。相談してみてください。 

 ほかにございませんか。 

 なければ、次第４番「案件」に入ります。（１）議案第22号「北秋田市公民館館長

の委嘱について」説明をお願いします。 

 

＜議案第22号「北秋田市公民館館長の委嘱について」説明＞ 

 

ただいまの提案について、質問や意見などございませんか。 

 

ありません。 

 

ないようですので、議案第22号を原案どおり決定してもよろしいでしょうか。 
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委員 

 

佐藤教育長 

 

 

 

長岐生涯学習課長 

 

 

佐藤教育長 

 

委員 

 

佐藤教育長 

 

委員 

 

佐藤教育長 

 

 

 

長岐生涯学習課長 

 

 

佐藤教育長 

 

委員 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

小林学校教育課長 

 

 

佐藤教育長 

はい。 

 

皆さんの同意を得られましたので原案どおり議決とします。 

続いて承認第１号「専決処分の承認を求めることについて（北秋田市公民館館長の

委嘱について」説明をお願いします。 

 

＜承認第１号「専決処分の承認を求めることについて（北秋田市公民館館長の委嘱

について」説明＞ 

 

ただいまの説明に対して、質問や意見はございませんか。 

 

ありません。 

 

特になければ、承認してもよろしいでしょうか。 

 

はい。 

 

原案どおり承認とします。 

次に、報告第２号「専決処理の報告について（北秋田市公民館主事の委嘱につい

て」説明をお願いします。 

 

＜報告第２号「専決処理の報告について（北秋田市公民館主事の委嘱について）」

説明＞ 

 

ただいまの報告について、質問や意見などございませんか。 

 

ありません。 

 

なければ、この案件は報告ですので以上にさせていただきます。 

続いて次第５番「その他」に移ります。初めに学校の状況について非公開で行いま

すので、傍聴人の方は御退席ください。 

 

＜傍聴者退席＞ 

 

それでは、学校の状況について非公開資料の報告をお願いします。 

 

＜事故報告・職員の異動＞資料のとおり。 

＜不登校の状況＞資料のとおり。 

 

次に、その他の（１）令和２年度北秋田市教育委員会機構図について説明をお願い 



11 

 

佐藤教育長 

 

金田総務課長 

 

佐藤教育長 

 

事務局 三澤 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

佐藤正俊委員 

 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

藤野スポーツ振興

課長 

 

 

小林学校教育課長 

 

 

藤野スポーツ振興

課長 

佐藤英樹委員 

 

藤野スポーツ振興

課長 

佐藤教育長 

 

 

します。 

 

＜添付資料「令和２年度北秋田市教育委員会機構図」説明＞ 

 

（２）次回の定例教育委員会について事務局よりお願いします。 

 

５月１４日(木)佐藤正俊委員の辞令交付式が行われます。辞令交付式が終わった

後、午前１０時から第２回臨時教育委員会を第二庁舎式場で行います。また、５月 

２７日(水)午後１時３０分から、令和２年度第１回総合教育会議を第二庁舎１階第３

会議室で行います。終了後、引き続き５月定例教育委員会を行いますのでよろしくお

願いいたします。 

 

その他何かございませんか。 

 

先日、総務課から連絡があって、もしあきたリフレッシュ学園でも必要な物があっ

たらということで、閉校になった鷹巣南中学校に行ってきました。驚いたことに、中

がとてもきれいで、乱雑になっているところが一つもありませんでした。感謝申し上

げます。以前閉校した小学校の時は、中が荒らされたようにごちゃごちゃしていて、

何とも言えない寂しさを感じましたが、鷹巣南中は大事にされていた学校だと思いま

した。学校の周りもきれいでした。 

 

ほかにございませんか。 

 

資料として配付いたしましたが、４月２０日付けで県スポーツ少年団本部長から活

動休止について依頼がありました。５月６日まで全県一斉に活動が休止になりますの

で情報提供です。問合せがあったら参考にしてください。 

 

５月７日以降も交流試合等は当面の間中止ということは、練習試合などには貸館は

できないということですか。 

 

そこは微調整することになります。 

 

団の活動はだめだが、個人の活動はいいのですか。 

 

自主練習はいいようです。 

 

ただ、学校も体育施設も今は使えませんので。 

ほかに何かございませんか。ないようであれば以上を持ちまして４月定例教育委員

会を閉会します。 

 （午後３時０８分閉会） 
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